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養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの概要

■どちらの施設も老人福祉法に基づく老人福祉施設
■低所得の高齢者の受け皿となる地域のセーフティネット

養護老人ホーム 軽費老人ホーム・ケアハウス

目 的
食事サービスや機能訓練、その他の日常生活で
必要な便宜を提供することにより、入所者が自立
した生活を送れるように支援

無料又は低額な料金で入居することができ、食事
の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する
ことで、入居者が安心して生活できるように支援

入所方法 市区町村の措置によって入所 本人と施設との契約によって入居

費 用
自己負担は概ね月０～１４万円程度
（前年度の収入による）
（居住にかかる費用と食費等の生活費を含む）

自己負担は概ね月４～１５万円程度
（前年度の収入による）
（居住にかかる費用と食費等の生活費を含む）

施設数
９１０施設 （令和７年３月３１日時点）

※厚生労働省「福祉行政報告例」

２，３２８施設 （令和７年３月３１日時点）

※厚生労働省「福祉行政報告例」
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養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの利用者と職員

■対象

■利用者像（一部）
○ 住宅確保要配慮者のうち、高齢者、低所得者、虐待を受けた者、DV被害者、矯正施設
退所者、生活困窮者など重複する利用者像は多い。

独居生活に不安のある方 年金が少ないなど所得の低い方 他施設では経済的負担が大きい方

精神的に不安がある方 地域から孤立して支援が必要な方 ホームレスの方

要介護認定を受けている方 入院中で退院先がない方 虐待を受けている方

認知症により生活に不安な方 賃貸住宅から立ち退きを求められた方 矯正施設を退所された方 等

養護老人ホーム
現在の環境（人的、住環境的等）での生活が難しく、経済的にも課題がある６５歳以上の
高齢者

軽費老人ホーム・
ケアハウス

６０歳以上で、自立して生活することに不安がある身寄りのない人や、家族による援助を
受けることが困難な人など

■職員・スタッフ
○ 利用者を支援するために資格を有するスタッフが多く配置されている。

養護老人ホーム 医師、生活相談員、支援員、看護職員、栄養士、調理師、事務員 等

軽費老人ホーム・
ケアハウス

生活相談員、介護職員、栄養士、調理員、事務員、（看護職員） 等
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養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの稼働率

■稼働率の推移
○ 養護老人ホームは令和元年以降、稼働率が下がっている傾向にある。
○ 軽費老人ホーム・ケアハウスの稼働率は、８５％前後で推移している。

【養護老人ホーム】 【軽費老人ホーム・ケアハウス】

（出所）厚生労働省「福祉行政報告例」の数値から算出
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養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの空床状況

■空床数の推移
○ 養護老人ホームと軽費老人ホーム・ケアハウスともに、空床数は徐々に増加している。
○ 令和６年度において、養護老人ホームは１施設１日当たり約１０．５人分の余力がある。
○ 同じく、軽費老人ホーム・ケアハウスは１施設１日当たり約６．２人分の余力がある。

【養護老人ホーム】 【軽費老人ホーム・ケアハウス】

（出所）厚生労働省「福祉行政報告例」の数値から算出

※養護老人ホームと軽費老人ホーム・ケアハウスともに各年年度末（3/31）時点の１日の状況



介護や在宅生活に不安を抱える軽度要介護者の入居
等の支援

病院や施設から退所した高齢者への居住の提供

低所得高齢者への居住の提供

在宅生活が困難な高齢障害者への居住の提供

高齢者の居場所づくり、生きがいづくりに関する支援

困難な生活課題を抱える高齢者への入居等の支援

社会福祉法人等の他機関との連携・協働による相談
支援ネットワークへの参画
特別養護老人ホーム入所までの待機・代替施設として
の一時入所支援

DVや虐待被害を受けた高齢者の保護（シェルター）

一時的に在宅生活が困難になった高齢者への一時
入所支援

在宅生活を前提とした上での一時的・短期的な利用

在宅生活を希望する高齢者・困窮者等が地域で生活
をし続けるための生活支援（居住支援法人との連携等）

在宅高齢者に対する相談支援・アウトリーチ活動

配食や見守り等の生活支援が必要な在宅高齢者への
支援

共生型福祉サービス等による高齢障害者の支援

刑務所や矯正施設から退所した高齢者への居住の
提供
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養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスの取組内容

■施設が行っている取組
○ 養護老人ホームは「DVや虐待被害を受けた高齢者の保護（シェルター）」、軽費・ケア
ハウスは「介護や在宅生活に不安を抱える軽度要介護者の入居等の支援」が最も多い。

（出典）令和４年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業

「養護老人ホーム及び軽費老人ホームに勤務する職員の処遇改善の在り方に関する調査研究事業」

【養護老人ホーム】 【軽費老人ホーム・ケアハウス】

DVや虐待被害を受けた高齢者の保護（シェルター）

一時的に在宅生活が困難になった高齢者への一時
入所支援

困難な生活課題を抱える高齢者への入居等の支援

低所得高齢者への居住の提供

介護や在宅生活に不安を抱える軽度要介護者の入居
等の支援

在宅生活が困難な高齢障害者への居住の提供

病院や施設から退所した高齢者への居住の提供

在宅生活を前提とした上での一時的・短期的な利用

社会福祉法人等の他機関との連携・協働による相談
支援ネットワークへの参画
刑務所や矯正施設から退所した高齢者への居住の
提供
特別養護老人ホーム入所までの待機・代替施設として
の一時入所支援

高齢者の居場所づくり、生きがいづくりに関する支援

在宅生活を希望する高齢者・困窮者等が地域で生活
をし続けるための生活支援（居住支援法人との連携等）

在宅高齢者に対する相談支援・アウトリーチ活動

共生型福祉サービス等による高齢障害者の支援

配食や見守り等の生活支援が必要な在宅高齢者への
支援
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低所得高齢者への居住の提供

在宅生活が困難な高齢障害者への
居住の提供

介護や在宅生活に不安を抱える
軽度要介護者の入所等の支援

病院や施設から退所した高齢者
への居住の提供

高齢者の居場所づくり、生きがい
づくりに関する支援

困難な生活課題を抱える高齢者
への入所等の支援

一時的に在宅生活が困難になった
高齢者への一時入所支援

配食や見守り等の生活支援が必要
な在宅高齢者への支援

特別養護老人ホーム入所までの待
機・代替施設としての一時入所支援

DVや虐待被害を受けた高齢者の
保護（シェルター）
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※都道府県・指定都市・中核市

DVや虐待被害を受けた高齢者の
保護（シェルター）

在宅生活が困難な高齢障害者への
居住の提供

低所得高齢者への居住の提供

困難な生活課題を抱える高齢者へ
の入所等の支援

一時的に在宅生活が困難になった
高齢者への一時入所支援

病院や施設から退所した高齢者
への居住の提供

介護や在宅生活に不安を抱える
軽度要介護者の入所等の支援

在宅生活を前提とした上での一時
的・短期的な利用

特別養護老人ホーム入所までの待
機・代替施設としての一時入所支援

刑務所や矯正施設から退所した
高齢者への居住の提供
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※市町村
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地方自治体の養護老人ホーム及び軽費老人ホーム・ケアハウスへの期待

■自治体が期待する役割
○ 地方自治体が期待する役割の上位３つは、概ね半数以上の施設が取り組んでいる内容
となっている。

○ 今後ますます施設の重要性が高まる中、社会資源として活用することが望まれる。

【養護老人ホーム】 【軽費老人ホーム・ケアハウス】

（出典）令和７年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業

「養護老人ホーム及び軽費老人ホームの適切な運営に向けた地方自治体の取組に関する調査研究事業」
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地域包括ケアシステムの深化に位置づけられた養護老人ホーム及び軽費・ケアハウス

（参考URL） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001622725.pdf

➢ 介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（R7.12.25）において、「施設・居住系

サービス」と「住まい」にて「養護老人ホーム」と「軽費老人ホーム」が明記。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001622725.pdf


養護老人ホームの地域における取組事例①
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養護老人ホームの地域における取組事例①
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養護老人ホームの地域における取組事例②
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養護老人ホームの地域における取組事例③
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養護老人ホームの地域における取組事例③
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軽費老人ホーム・ケアハウスの地域における取組事例①
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軽費老人ホーム・ケアハウスの地域における取組事例②
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軽費老人ホーム・ケアハウスの地域における取組事例②
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